
【資料２】
自殺対策基本法一部改正について



１ 改正の主なポイント



施策に係る法改正内容
町田市の現状（庁内の主な取組）

施策

学校における心の健康の保持のための
健康診断等の措置や、精神保健に関す
る知識の向上

⚫ 小・中学校におけるＳＯＳの出し方に関する教育の推進事業・心のアンケート
 の実施（指導課）

⚫ 小・中学校の教職員向けにゲートキーパー養成講座の実施（健康推進課・
 指導課）

医療従事者に対する自殺の防止等に関
する研修の機会の確保

⚫ 町田市医師会・歯科医師会へ、東京都主催の「自殺防止に係る医療従事
 者向け研修」の周知（保健総務課・健康推進課）

自殺発生回避のための適切な対処に必
要な情報が関係機関及び関係団体に
迅速かつ適切に提供されるための措置

⚫ 要保護児童等に対する関係者間の情報の交換と協議を行う「町田市子育て支援ネッ
トワーク連絡会（要保護児童対策地域協議会）」の開催（子ども家庭支援課）

⚫ 子育て・高齢者等、計21分野の相談窓口を記載した「ゲートキーパー手帳・「悩み」の
相談先一覧」17,000部の作成及び配布（健康推進課）

⚫ こころの病気に関する悩み・困りごとについて保健師等による、相談支援を実施。
（保健予防課）

自殺の助長につながるような情報、物品、
設備等について適切な管理、配慮等に
関して注意を促すための措置

⚫ 自殺や希死念慮に関する文言の検索に連動して相談先を表示し、相談に
 つなげるSNS自殺防止相談事業の実施（健康推進課）

⚫ 鉄道駅にホームドアなどの設置要請
※2025年10月時点で、６駅にホームドアを設置済み（交通事業推進課）

２ 法改正に伴う施策への影響と町田市の現状①



施策に係る法改正内容
町田市の現状（庁内の主な取組）

施策

自殺未遂者等への継続的な支援、自
殺者の親族等について、その生活上の不
安の緩和とともに、総合的な支援

自殺未遂者支援
⚫ 関係機関との連携、相談員の訪問実施（市民病院）
⚫ 必要に応じて保健所の保健師等による相談対応や個別支援を実施。
（保健予防課）

自殺者の親族支援
⚫ ゲートキーパー手帳・ 「悩み」の相談先一覧に遺族支援を行う窓口の掲載
⚫ 広報まちだ・市ホームぺージを活用した自死遺族の会「わかちあいの会『まちだ』
 ゆっくりカフェ」の周知（健康推進課）

子どもの自殺防止等に係る協議会

⚫ 児童青少年課、子ども家庭支援課、指導課など17部署の担当者で構成する
 「自殺対策推進庁内連絡会」の開催（健康推進課）

⚫ 町田市小学校長会、町田市中学校長会、民生委員児童委員協議会など、
 18団体の代表で構成する「自殺対策推進委員会」の開催（健康推進課）

自殺に関する状況の変化、自殺対策に
係る諸施策の実施の状況等を踏まえ、
必要な見直し

⚫ 厚生労働省発表の「地域における自殺の基礎資料」及び厚生労働大臣指定
 法人である一般社団法人「いのち支える自殺対策センター」作成の「地域自殺
 実態プロファイル」の活用（健康推進課）

⚫ 「市町村自殺対策計画」を包含した「まちだ健康づくり推進プラン24-31」の
 中間見直し実施（保健総務課・健康推進課・保健予防課）※2027年度

３ 法改正に伴う施策への影響と町田市の現状②
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